
看護師による特定行為及び特定行為研修の包括同意についてのお願い  

看護師による特定行為の包括同意についてのお願い  

医師が作成した手順書に基づいて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省は 38

行為を定めています。この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識 ・技術を身につけた看護師だ

けが、実施可能な診療の補助行為であり、この看護師を特定行為看護師といいます。特定看護師が

特定行為を実施するメリットは、逐一医師の指示を受けることなく、看護師が医療チームの一員として、

患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することにあります。  

特定行為の実施について 

当院では、この研修を修了し、更に病院から実施することの承認を受けた特定行為看護師が、22 行

為の特定行為を実施しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定行為実施に対する同意について 

患者さんには、特定行為看護師が特定行為実施前に十分な説明をおこない、同意を得られた患者

さんのみに特定行為を行います。また当院は研修施設でもあるので、特定行為看護師になるために研

修をしている実習生が、患者さんの安全を確保するとともに指導医師の助言や指導を受けて特定行為

を行います。説明に同意した後でも、同意を撤回することができます。また、拒否や撤回したことを理由に

治療および看護上の不利益を被ることはありません。患者さんの個人情報に関しては、適切に管理いた

します。  特定行為の実践に関して、ご質問 ・ご意見やご相談がございましたら、主治医や看護師 、お近

くの職員へ、お気軽にお尋ねください。また医事課「患者相談窓口」においても、対応しております。ご理

解とご協力をお願い致します。  
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